
「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
一
○
）

―
―
「
東
日
小
学
生
新
聞
」
の
「
紙
上
作
品
展
覧
会
」
に
お
け
る
位
相
と
展
開
（
一
○
）
―
―

熊

木

哲

前
稿
∧
「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
九
）
∨
（「
大
妻
女

子
大
学
紀
要
・
文
系
」
第
三
十
六
号
、
平
成
十
六
年
〔
二
○
○
四
〕
三
月
）
で
は
、

「
東
日
小
学
生
新
聞
」
の
「
紙
上
作
品
展
覧
会
」
に
お
け
る
位
相
と
展
開
に
関
し
て
、

昭
和
十
五
年
（
一
九
四
○
）
の
第
一
四
半
期
（
一
月
〜
三
月
）
を
検
討
し
て
き
た
。

以
下
、「
前
稿
」
に
よ
り
、
第
一
四
半
期
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
を
ジ
ャ
ン
ル
別
に

概
括
し
て
お
く
。

昭
和
十
五
年
第
一
四
半
期
の
検
討
対
象
で
あ
る
日
曜
日
は
一
月
七
日
か
ら
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
十
三
回
。
日
曜
日
に
掲
載
さ
れ
た
「
紙
上
作
品
展
覧
会
」
欄
（
以

下
、「
欄
」）
の
設
定
は
一
回
。「
欄
」
の
見
出
し
は
「
紙
上
作
品
展
覧
会
」。

「
欄
」
の
紙
面
構
成
は
、
全
面
掲
載
。
な
お
、
こ
の
他
の
日
曜
日
に
つ
い
て
、
掲

載
が
な
か
っ
た
日
曜
日
が
三
回
、
一
作
品
の
み
の
掲
載
が
二
回
、
三
作
品
の
掲
載

の
み
が
一
回
。

作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
別
の
掲
載
事
情
を
確
認
し
て
お
く
。

昭
和
十
五
年
第
一
四
半
期
の
検
討
対
象
は
、
一
月
一
日
（
月
）
か
ら
三
月
三
十

一
日
（
日
）
ま
で
の
、
休
刊
日
を
除
い
た
七
七
日
分
。
こ
の
内
、
三
月
十
六
日
（
土
、

第
一
○
八
四
号
）、
三
月
二
十
三
日
（
土
、
第
一
○
九
○
号
）
は
、
国
会
図
書
館
所

蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
∧
欠
∨
。
従
っ
て
、
七
五
日
分
を
検
討
し
た
。

掲
載
状
態
は
、
通
常
の
休
刊
日
は
月
曜
で
あ
る
が
、
一
月
一
日
は
元
旦
に
つ
き

発
行
、
二
日
、
三
日
を
休
刊
。
そ
の
他
は
、
火
曜
日
か
ら
掲
載
の
な
い
日
曜
日
を

除
き
、「
綴
方
」「
詩
」「
短
歌
」「
俳
句
」「
書
方
」「
図
画
」
の
総
て
か
、
或
い
は
、

そ
の
一
部
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
と
同
様
で
あ
っ
た
。

「
綴
方
」
の
掲
載
数
は
六
二
作
品
。
直
前
期
昭
和
十
四
年
第
四
四
半
期
が
六
五
作

品
で
あ
り
、
ほ
ぼ
同
様
の
掲
載
で
あ
っ
た
。

「
詩
」
の
掲
載
作
品
数
八
四
作
品
。
十
四
年
第
四
四
半
期
が
七
六
作
品
で
あ
っ
た

か
ら
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。

「
短
歌
」
の
掲
載
数
は
六
○
作
品
。
十
四
年
第
四
四
半
期
が
二
一
作
品
で
あ
っ
た

か
ら
、
大
幅
増
と
な
っ
た
。

「
俳
句
」
の
掲
載
数
は
九
八
作
品
。
十
四
年
第
四
四
半
期
が
七
三
作
品
で
あ
っ
た

か
ら
、
こ
れ
も
大
幅
増
。

「
書
方
」
の
掲
載
数
は
二
七
七
作
品
。
十
四
年
第
四
四
半
期
が
三
六
〇
作
品
で
あ
っ

た
か
ら
、
直
前
期
に
比
べ
る
と
激
減
と
い
え
る
が
、
掲
載
数
か
ら
は
少
な
く
な
い
。

「
図
画
」
の
掲
載
数
は
八
一
作
品
。
十
四
年
第
四
四
半
期
が
二
七
作
品
で
あ
り
、

こ
れ
も
大
幅
に
増
加
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
直
前
十
四
年
第
四
四
半
期
に
比
べ
て
、「
綴
方
」
が
ほ
ぼ
同
様
、

「
書
方
」
の
減
少
の
ほ
か
、「
詩
」「
短
歌
」「
俳
句
」「
図
画
」
が
増
加
し
た
。

第
一
四
半
期
に
掲
載
さ
れ
た
「
綴
方
」
六
二
作
品
は
、
直
前
の
四
半
期
で
あ
る

昭
和
十
四
年
第
四
四
半
期
同
様
、
児
童
の
日
常
生
活
に
あ
る
身
辺
で
の
出
来
事
を

内
容
と
す
る
作
品
が
多
い
。
内
容
的
に
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
が
見
え
る
作
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品
は
十
三
。
戦
地
か
ら
帰
還
し
た
父
を
迎
た
り
、
軍
隊
か
ら
帰
っ
た
父
親
が
登
場

し
て
い
た
。
肉
親
の
戦
死
と
い
っ
た
内
容
は
見
え
な
か
っ
た
が
、
兄
が
入
営
中
で

あ
っ
た
り
、
戦
地
に
出
発
す
る
知
り
合
い
を
見
送
っ
た
り
、
貯
蓄
を
心
が
け
貯
蓄

債
券
の
購
入
を
考
え
て
い
る
児
童
が
登
場
し
て
い
た
。
一
見
、
波
乱
の
な
い
児
童

の
日
常
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
日
常
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
戦
時
下
」
で
あ
っ

た
。「

詩
」
八
四
作
品
の
う
ち
「
戦
時
下
」
色
の
見
え
る
作
品
は
一
○
。「
綴
方
」
同

様
、
児
童
の
日
常
生
活
に
お
け
る
身
辺
で
の
出
来
事
な
ど
を
内
容
と
す
る
作
品
の

方
が
多
か
っ
た
が
、
児
童
に
と
っ
て
「
戦
時
下
」
が
身
近
に
あ
っ
た
こ
と
も
確
か

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
毎
日
、
学
級
貯
金
す
る
六
年
生
、「
叔
父
さ
ん
」
が
教
育
召
集

を
う
け
た
六
年
生
、
新
聞
の
写
真
で
戦
場
に
い
る
兄
さ
ん
を
見
つ
け
た
六
年
生
。

こ
の
、
新
聞
の
写
真
で
兄
さ
ん
を
見
つ
け
た
作
者
と
同
級
生
の
兄
も
戦
場
に
い
る
。

児
童
が
、
ま
さ
し
く
「
戦
時
下
」
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
「
詩
」
作
品
か
ら

窺
え
た
。

「
短
歌
」
の
作
品
掲
載
数
は
、
六
○
首
。
前
年
十
四
年
は
、
第
一
四
半
期
が
三
九
、

第
二
四
半
期
四
〇
、
第
三
四
半
期
二
九
首
、
第
四
四
半
期
二
一
首
で
あ
り
、
こ
の

十
五
年
第
一
四
半
期
の
掲
載
数
は
群
を
抜
い
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
時
局
柄
或
は

「
戦
時
下
」
色
の
現
れ
た
作
品
は
二
三
首
。
こ
の
う
ち
九
首
は
、「
詩
」
作
品
に
も

あ
っ
た
よ
う
に
、「
お
正
月
の
作
品
を
募
る
」
に
応
募
し
た
「
紀
元
二
千
六
百
年
の

お
正
月
に
関
係
あ
る
」
作
品
。「
紀
元
二
千
六
百
年
」
奉
祝
作
品
の
募
集
に
応
じ
た

作
品
に
は
、
節
目
の
「
紀
元
」
に
対
す
る
昂
揚
感
が
共
通
し
て
い
た
。
一
方
、
兄

の
出
征
が
三
作
品
も
あ
り
、
休
憩
時
で
の
肉
親
の
消
息
を
推
し
量
り
、
出
征
家
族

へ
の
勤
労
奉
仕
も
あ
っ
た
。「
戦
時
下
」
が
、
益
々
、
そ
の
密
度
を
濃
く
し
て
き
た

の
は
「
詩
」
作
品
と
同
様
で
あ
っ
た
。

「
俳
句
」
の
作
品
掲
載
数
は
、
九
八
句
。
こ
の
う
ち
、
作
品
内
容
に
時
局
柄
或
は

「
戦
時
下
」
色
が
現
れ
て
い
た
の
は
一
九
句
。
二
作
品
で
は
兄
が
出
征
し
て
戦
場
に

お
り
、
一
作
品
に
は
肉
親
が
戦
場
に
い
た
。
一
方
、
帰
還
兵
を
出
迎
え
た
作
品
が

二
句
。
出
征
の
見
送
り
で
あ
ろ
う
か
、「
軍
用
列
車
」
を
見
送
っ
た
の
が
一
作
品
。

ま
た
、
傷
病
兵
を
内
容
と
し
た
句
が
一
作
品
。
出
征
、
戦
場
、
帰
還
、
傷
病
兵
。

「
戦
時
下
」
の
揃
い
踏
み
に
近
い
内
容
の
展
開
で
あ
っ
た
が
、
戦
死
を
内
容
と
す
る

作
品
の
な
か
っ
た
こ
と
が
救
わ
れ
る
思
い
で
あ
る
。
こ
の
第
一
四
半
期
に
お
い
て
、

「
俳
句
」
は
九
八
と
多
く
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
か
、
時
局
柄
或
は

「
戦
時
下
」
色
の
み
え
る
作
品
も
一
九
と
多
く
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
の
、
児

童
の
日
常
生
活
に
取
材
し
た
作
品
の
ほ
う
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
圧
倒
的
に
多

数
で
あ
っ
た
。

「
書
方
」
の
作
品
掲
載
数
は
、
二
七
七
点
。
前
年
、
昭
和
十
四
年
第
一
四
半
期
が

二
一
二
点
、
第
二
四
半
期
二
二
一
点
、
第
三
四
半
期
三
〇
〇
点
、
第
四
四
半
期
三

六
○
点
で
あ
り
、
直
前
期
の
十
四
年
第
四
四
半
期
と
比
べ
る
と
大
幅
に
減
少
し
た

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
二
七
七
点
は
少
な
い
掲
載
数
で
は
な
い
。
こ
の
う
ち
、

「
紀
元
二
千
六
百
年
」
の
字
種
が
六
○
点
も
あ
る
の
は
、「
東
日
小
学
生
新
聞
」
が

「
書
初
め
」
募
集
を
し
、
そ
の
課
題
字
句
に
指
定
し
た
こ
と
に
よ
る
。
二
七
七
作
品

の
字
種
は
一
一
一
種
。
直
前
期
が
三
六
○
作
品
で
一
五
四
種
で
あ
っ
た
か
ら
、
数

字
か
ら
は
作
品
数
の
減
少
と
字
種
の
減
少
は
比
例
し
て
い
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

直
前
期
と
比
べ
て
、
作
品
の
掲
載
数
の
減
少
は
、
字
種
の
減
少
を
、
ま
た
、
特
定

の
字
種
が
突
出
し
て
い
た
の
は
懸
賞
募
集
の
発
表
の
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ

の
期
に
な
っ
て
、「
東
亞
一
新
の
春
」「
建
國
の
大
理
想
」
な
ど
、
新
た
な
時
局
柄

に
関
連
し
た
標
語
も
登
場
し
た
。

「
図
画
」
の
作
品
掲
載
数
は
、
八
一
点
。
昭
和
十
四
年
第
一
四
半
期
が
八
二
点
、

第
二
四
半
期
六
九
点
、
第
三
四
半
期
一
〇
〇
点
、
第
四
四
半
期
は
二
七
点
で
あ
り
、

十
五
年
第
一
四
半
期
は
激
増
し
、
前
年
の
第
三
四
半
期
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、

第
一
四
半
期
に
肩
を
並
べ
る
掲
載
数
と
な
っ
た
。
掲
載
さ
れ
た
二
七
点
の
作
品
に

お
い
て
絵
柄
に
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
を
思
わ
せ
る
も
の
は
六
点
。
こ
の
う
ち
、

出
征
風
景
を
絵
柄
と
す
る
作
品
が
三
点
と
半
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ

た
。
そ
の
他
の
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
を
思
わ
せ
る
絵
柄
は
、
消
火
訓
練
の
バ

ケ
ツ
リ
レ
ー
、
降
下
す
る
戦
闘
機
。
季
節
柄
の
、
暮
れ
か
ら
正
月
風
景
を
絵
柄
と

す
る
作
品
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
出
征
風
景
が
三
点
も
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
、

こ
の
十
五
年
第
一
四
半
期
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

以
下
、
本
稿
で
は
、
昭
和
十
五
年
第
二
四
半
期
（
四
月
〜
六
月
）
を
検
討
す
る
。
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引
用
に
際
し
て
は
、「
書
方
」
を
除
き
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。
な
お
、「
前

稿
」
同
様
、
在
籍
校
名
は
掲
載
の
記
載
に
よ
り
、
在
学
年
次
の
う
ち
「
高
一
」「
高

二
」
は
高
等
科
一
年
、
二
年
を
示
す
。
ま
た
、
投
稿
者
氏
名
は
省
略
し
、
性
別
を

記
す
に
と
ど
め
た
こ
と
も
前
稿
同
様
。

一

昭
和
十
五
年
第
二
四
半
期
の
展
開

第
二
四
半
期
、
四
、
五
、
六
月
を
併
せ
て
検
討
す
る
が
、
第
二
四
半
期
の
検
討

対
象
で
あ
る
日
曜
日
は
四
月
七
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の
十
三
回
。「
欄
」
の

設
定
は
一
回
。「
欄
」
の
見
出
し
は
「
紙
上
作
品
展
覧
会
」。

「
欄
」
の
紙
面
構
成
は
、
第
六
面
全
面
掲
載
で
、
第
七
面
に
も
「
綴
方
」「
詩
」

「
短
歌
」「
俳
句
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
欄
」
の
設
定
状
況
は
、
一
回
の
み
で
あ
る
の
で
、
本
稿
に
お

い
て
も
、
以
下
で
は
、「
欄
」
及
び
「
欄
」
が
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
日
曜
日
に
加
え
、

平
日
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
も
併
せ
て
検
討
す
る
。

作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
別
の
掲
載
事
情
を
確
認
し
て
お
く
。

昭
和
十
五
年
第
二
四
半
期
の
検
討
対
象
は
、
四
月
一
日
（
月
）
か
ら
六
月
三
十

日
（
日
）
ま
で
の
、
休
刊
日
を
除
い
た
七
八
日
分
。

掲
載
状
態
は
、
通
常
の
休
刊
日
は
月
曜
で
あ
る
が
、「
今
週
に
限
り
四
月
一
日
の

月
曜
日
は
休
刊
し
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
神
武
天
皇
祭
の
翌
四
日
附
け
（
木
曜
）

を
休
刊
い
た
し
ま
す
」（「
休
刊
日
の
変
更
」
三
月
三
十
一
日
第
二
面
）
と
さ
れ
た
。

そ
の
他
は
、
火
曜
日
か
ら
日
曜
日
ま
で
、「
綴
方
」「
詩
」「
短
歌
」「
俳
句
」「
書
方
」

「
図
画
」
の
総
て
か
、
或
い
は
、
そ
の
一
部
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で

と
同
様
。

「
綴
方
」
の
掲
載
数
は
七
七
作
品
。
直
前
期
昭
和
十
五
年
第
一
四
半
期
が
六
二
作

品
で
あ
っ
た
か
ら
、
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。

「
詩
」
の
掲
載
数
は
七
五
作
品
。
第
一
四
半
期
が
八
四
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
、
減

少
し
た
こ
と
に
な
る
。

「
短
歌
」
の
掲
載
数
は
三
〇
作
品
。
第
一
四
半
期
が
六
〇
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
、

半
減
し
た
こ
と
に
な
る
。

「
俳
句
」
の
掲
載
数
は
九
八
作
品
。
第
一
四
半
期
も
九
八
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
、

同
数
の
掲
載
と
な
っ
た
。

「
書
方
」
の
掲
載
数
は
一
六
九
作
品
。
第
一
四
半
期
が
二
七
七
、
十
四
年
第
四
四

半
期
が
三
六
〇
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
幅
な
減
少
が
見
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

「
図
画
」
の
掲
載
数
は
五
五
作
品
。
第
一
四
半
期
が
八
一
作
品
で
あ
り
、
大
幅

に
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
直
前
十
五
年
第
一
四
半
期
に
比
べ
て
、「
綴
方
」
の
増
加
、「
俳

句
」
の
同
数
の
ほ
か
、「
詩
」「
短
歌
」「
書
方
」「
図
画
」
共
に
、
減
少
し
た
こ
と

に
な
る
。二

昭
和
十
五
年
第
二
四
半
期
に
お
け
る
「
綴
方
」

「
綴
方
」
の
作
品
掲
載
数
は
、
七
七
作
品
。
前
年
の
昭
和
十
四
年
第
一
四
半
期

は
七
〇
、
第
二
四
半
期
が
六
三
、
第
三
四
半
期
が
七
八
、
第
四
四
半
期
が
六
五
作

品
で
あ
り
、
十
五
年
第
一
四
半
期
が
六
二
作
品
。
従
っ
て
、
七
七
作
品
の
掲
載
は
、

十
四
年
第
三
四
半
期
と
ほ
ぼ
同
様
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

掲
載
さ
れ
た
七
七
作
品
の
う
ち
、
作
品
内
容
に
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の

見
え
る
の
は
次
の
一
四
作
品
。

因
み
に
、
十
四
年
第
一
四
半
期
で
は
七
○
作
品
中
八
、
第
二
四
半
期
で
は
六
三

作
品
中
一
四
、
第
三
四
半
期
で
は
七
八
作
品
中
八
、
第
四
四
半
期
で
は
六
五
作
品

中
一
四
、
十
五
年
第
一
四
半
期
で
は
六
二
作
品
中
一
三
作
品
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
第
一
四
半
期
と
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
比
率
は
低
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

「
兄
さ
ん
の
顔
」

（
茨
城
県
若
松
西
校
六
年
男
子
、四
月
一
日
・
月
、第
一
○
九
八
号
）

「
学
校
の
品
評
会
」
（
山
梨
県
村
山
西
校
五
年
女
子
、
四
月
三
日
・
水
、
第
一
一
○
○
号
）

「
兵
隊
さ
ん
」

（
静
岡
県
横
山
校
三
年
男
子
、
四
月
十
二
日
・
金
、
第
一
一
○
七
号
）

「
せ
き
こ
う
」

（
東
京
市
富
士
見
校
三
年
男
子
、
五
月
一
日
・
水
、
第
一
一
二
三
号
）

―２０５―（ ）２０５

「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
一
○
）



「
お
べ
ん
た
う
」
（
茨
城
県
若
松
東
校
四
年
男
子
、
五
月
三
日
・
金
、
第
一
一
二
五
号
）

「
ハ
ク
イ
ノ
ヘ
イ
タ
イ
サ
ン
」

（
東
京
市
麻
布
笄
校
二
年
男
子
、
五
月
四
日
・
土
、
第
一
一
二
六
号
）

「
オ
ト
ウ
サ
ン
ヘ
」
（
茨
城
県
古
里
校
二
年
男
子
、
五
月
十
七
日
・
金
、
第
一
一
三
七
号
）

「
慰
問
袋
」
（
神
奈
川
県
横
浜
市
東
台
校
五
年
男
子
、
五
月
二
十
五
日
・
土
、
第
一
一
四
四
号
）

「
大
砲
を
打
つ
」
（
茨
城
県
若
松
西
校
六
年
男
子
、
六
月
二
日
・
日
、
第
一
一
五
一
号
）

「
し
ろ
ふ
み
」（

長
野
県
下
諏
訪
尋
高
校
六
年
男
子
、
六
月
四
日
・
火
、
第
一
一
五
二
号
）

「
お
父
さ
ん
」

（
茨
城
県
日
立
市
駒
王
校
五
年
女
子
、
六
月
十
二
日
・
水
、
第
一
一
五
九
号
）

「
勤
労
奉
仕
」

（
静
岡
県
池
新
田
第
一
校
六
年
男
子
、
六
月
十
三
日
・
木
、
第
一
一
六
〇
号
）

「
五
年
生
」

（
新
潟
県
南
浜
校
五
年
男
子
、
六
月
二
十
日
・
木
、
第
一
一
六
六
号
）

「
あ
り
の
ト
ー
チ
カ
」

（
東
京
市
大
森
区
東
調
布
校
五
年
男
子
、
六
月
二
十
八
日
・
金
、
第
一
一
七
三
号
）

「
兄
さ
ん
の
顔
」（
茨
城
県
若
松
西
校
六
年
男
子
、
四
月
一
日
）
は
、「
上
座
に
か

ざ
つ
て
あ
る
額
は
、
兄
さ
ん
が
遠
い
戦
地
で
、
石
黒
部
隊
長
に
、
さ
ら
し
の
き
れ

で
書
い
て
い
た
だ
い
た
物
」
で
、「
こ
の
『
忠
孝
』
と
書
い
た
字
は
、
遠
い
戦
地
か

ら
お
く
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
父
は
『
こ
れ
を
兄
さ
ん
の
形
見
と
し
て
、
額
に

し
て
、
か
ざ
つ
て
お
か
う
』
と
い
つ
て
、
此
の
上
座
に
か
ざ
つ
て
あ
る
」
と
い
う

も
の
。
兄
さ
ん
は
戦
死
し
て
し
ま
い
、
こ
の
額
が
「
兄
さ
ん
の
形
見
」
と
な
っ
た
。

こ
の
第
二
四
半
期
、
昭
和
十
五
年
四
月
十
六
日
の
「
東
日
小
学
生
新
聞
」
は
、

「
近
づ
く
九
段
の
臨
時
大
祭
」
の
見
出
し
の
下
、「
春
の
靖
国
神
社
臨
時
大
祭
は
、

新
し
い
英
霊
一
万
二
千
八
百
柱
を
お
迎
へ
し
て
来
る
二
十
三
日
か
ら
執
行
さ
れ
ま

す
」
と
予
告
記
事
を
掲
載
し
た
。

天
皇
陛
下
に
は
畏
く
も
特
に
御
除
喪
を
仰
せ
出
さ
れ
、
二
十
五
日
午
前
十

時
、
皇
后
陛
下
に
は
同
十
時
半
宮
城
御
出
門
、
二
万
五
千
余
の
遺
族
奉
拝
の

中
を
、
同
神
社
に
御
親
拝
、
御
直
拝
遊
ば
さ
れ
ま
す
。
陸
海
軍
で
は
、
靖
国

神
社
へ
参
拝
す
る
英
霊
の
遺
家
族
の
た
め
、
特
に
遺
族
徽
章
を
配
り
ま
す
。

「
臨
時
大
祭
」
の
記
事
は
、「
天
皇
陛
下
」「
皇
后
陛
下
」
の
「
御
親
拝
」「
御

直
拝
」
を
伝
え
、「
遺
家
族
の
た
め
に
、
特
に
遺
族
徽
章
」
を
配
る
と
、「
英
霊
」

と
そ
の
「
遺
家
族
」
へ
の
手
厚
い
配
慮
を
予
告
し
、「
感
謝
の
心
で
名
誉
の
遺
族

を
」
迎
え
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。

「
臨
時
大
祭
」
関
連
の
記
事
は
、
四
月
二
十
一
日
（
第
一
一
一
五
号
）
第
一
面

五
段
の
ス
ペ
ー
ス
に
、「
明
後
日
か
ら
臨
時
大
祭
」
の
四
段
抜
き
見
出
し
と
、「
靖

国
の
英
霊
新
に
一
万
余
柱
」「
二
十
五
日
に
は
畏
く
も
御
親
拝
」
の
リ
ー
ド
で
掲

載
さ
れ
、「
祭
典
委
員
長
塩
沢
大
将
」
の
半
身
写
真
も
掲
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、「
皇

后
陛
下
の
御
直
拝
は
、
御
都
合
で
御
取
止
め
」
と
も
報
じ
ら
れ
た
。

「
臨
時
大
祭
」
当
日
の
四
月
二
十
五
日
第
二
面
で
は
、
紙
面
の
ほ
ぼ
四
分
の
三
を

割
い
て
、「
招
魂
式
」
と
「
臨
時
大
祭
」
第
一
日
目
の
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

紙
面
横
幅
い
っ
ぱ
い
の
縦
二
段
分
を
使
っ
た
「
靖
国
神
社
に
陸
軍
部
隊
の
参
拝
」

写
真
を
掲
げ
、「
九
段
の
夜
の
庭
に
燎
燃
え
て
」
の
見
出
し
、「
英
霊
永
久
に
神
鎮

る
」「
参
列
の
遺
族
に
感
激
の
涙
」
の
リ
ー
ド
で
伝
え
る
記
事
は
、
遺
家
族
の
「
軍

国
の
護
と
し
て
神
鎮
る
わ
が
子
、
わ
が
父
、
わ
が
兄
を
迎
へ
る
感
激
」
と
、「
英
霊

も
こ
の
光
栄
を
、
ど
ん
な
に
喜
ば
れ
て
」
い
る
こ
と
か
と
記
し
た
。

「
新
東
亜
建
設
の
聖
戦
に
身
を
捧
げ
た
護
国
の
神
、
一
万
二
千
七
百
九
十
九
柱
の

英
霊
」
に
対
す
る
処
遇
は
手
厚
く
表
象
さ
れ
た
。
戦
死
戦
病
死
し
た
も
の
が
、「
護

国
の
神
」
と
し
て
神
格
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
個
の
簒
奪
で
あ
り
、
戦
死
し
た
も
の

の
心
情
は
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
兵
士
と
し
て
は
元
よ
り
死
ん
で
ま
で
も
そ

の
身
体
は
国
家
に
帰
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

天
皇
陛
下
に
は
、
け
ふ
二
十
五
日
靖
国
神
社
に
行
幸
あ
ら
せ
ら
れ
て
、
畏

く
も
護
国
の
英
霊
に
ご
親
拝
遊
ば
さ
れ
ま
す
。
全
国
一
億
国
民
は
等
し
く
こ

の
御
時
刻
に
遥
か
に
九
段
の
空
を
望
ん
で
、
一
分
間
の
黙
祷
を
捧
げ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
時
刻
は
午
前
十
時
十
五
分
で
す
。
東
京
市
内
で
は
ラ
ヂ
オ
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を
初
め
二
十
二
箇
所
の
サ
イ
レ
ン
を
一
せ
い
に
鳴
ら
し
ま
す
。
市
電
と
バ
ス

は
一
分
間
車
を
と
ゞ
め
、
乗
客
一
同
は
下
車
し
て
、
黙
祷
い
た
し
ま
す
。

同
日
同
紙
面
に
掲
げ
ら
れ
た
「
告
知
」
で
あ
る
。

昭
和
十
四
年
十
月
二
十
日
、
靖
国
神
社
臨
時
大
祭
第
三
日
に
も
「
御
親
拝
の
時

刻
に
全
国
民
一
分
間
の
黙
祷
」
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
は
、「
そ
の
八
」（
大
妻
女
子

大
学
紀
要
・
文
系
」
第
三
十
五
号
）
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
時
に

は
、「
市
電
と
バ
ス
は
一
分
間
車
を
と
ゞ
め
、
乗
客
一
同
は
下
車
し
て
、
黙
祷
い
た

し
ま
す
」
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

「
一
億
国
民
一
斉
に
黙
祷
」
が
義
務
と
さ
れ
、「
英
霊
」
は
「
国
」
の
た
め
、「
国

民
」
の
た
め
の
戦
死
で
あ
る
と
一
層
の
意
識
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

「
学
校
の
品
評
会
」（
山
梨
県
村
山
西
校
五
年
女
子
、
四
月
三
日
）
に
は
、
農
学

校
の
品
評
会
場
に
、「
農
学
校
を
出
て
、
戦
死
し
た
人
の
お
写
真
が
か
ざ
つ
て
あ
つ

た
」
の
で
、
皆
が
お
辞
儀
を
し
て
い
た
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
個
人

の
死
は
、「
お
国
の
た
め
」
の
死
と
さ
れ
、
も
は
や
死
の
本
質
は
問
わ
れ
る
こ
と
は

な
い
。

戦
死
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、「
英
霊
」
は
「
護
国
の
神
」
と
し
て
「
招
魂
」
さ

れ
、
国
民
に
は
、
そ
の
家
族
を
「
名
誉
の
遺
族
」
と
し
て
「
感
謝
」
す
る
こ
と
が

要
請
さ
れ
る
背
景
に
は
、「
英
霊
」
と
な
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち

「
兵
隊
さ
ん
」
に
な
れ
な
い
も
の
肩
身
の
狭
さ
が
あ
っ
た
。

「
お
父
さ
ん
」（
茨
城
県
日
立
市
駒
王
校
五
年
女
子
、
六
月
十
二
日
）
の
一
節
、

「
お
父
さ
ん
は
若
い
時
、
体
が
よ
わ
か
つ
た
か
ら
兵
隊
さ
ん
に
な
れ
な
か
つ
た
さ
う

で
す
」
に
は
、
周
囲
の
視
線
を
意
識
し
た
で
あ
ろ
う
「
お
父
さ
ん
」
と
そ
の
家
族

の
心
情
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

「
兵
隊
さ
ん
」（
静
岡
県
横
山
校
三
年
男
子
、
四
月
十
二
日
）
は
、「
ゆ
ふ
べ
は
、

兵
隊
さ
ん
が
と
ま
り
ま
し
た
」
に
始
ま
り
、
防
毒
マ
ス
ク
を
か
ぶ
っ
て
見
た
ら
「
と

て
も
く
す
り
く
さ
か
つ
た
」
と
い
う
も
の
。
演
習
に
出
た
「
兵
隊
さ
ん
」
が
民
家

に
宿
泊
し
た
と
い
う
こ
と
。「
近
衛
隊
の
演
習
」（
昭
和
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
）

に
は
、
演
習
が
終
っ
て
「
お
母
さ
ん
が
お
湯
を
わ
か
し
て
あ
げ
た
の
で
、
玄
関
や

え
ん
が
わ
で
五
人
食
べ
て
い
ら
つ
し
や
つ
た
」
と
の
一
節
が
あ
っ
た
。
軍
隊
と
民

間
と
の
間
に
境
界
は
な
い
。
児
童
の
も
と
へ
の
軍
隊
の
越
境
で
あ
る
。

「
せ
き
こ
う
」（
東
京
市
富
士
見
校
三
年
男
子
、
五
月
一
日
）
は
、「
戦
争
ご
つ
こ

を
し
た
。
僕
と
細
江
君
と
小
川
君
で
せ
き
こ
う
に
行
つ
た
」
と
始
ま
る
。「
せ
き
こ

う
」
と
は
、
斥
候
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
単
な
る
「
戦
争
ご
つ
こ
」
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。
結
末
部
、「
笛
が
鳴
つ
た
。
先
生
か
ら
お
話
が
あ
つ
た
」
と
あ
る
が
、

「
先
生
」
の
「
お
話
」
は
「
始
は
三
、
四
分
隊
が
勝
つ
た
け
れ
ど
、
後
か
ら
、
一
、

二
分
隊
が
勝
つ
た
」
と
す
る
、「
講
評
」
で
あ
っ
た
。「
戦
争
ご
つ
こ
」
は
、
友
達

同
士
で
の
遊
び
で
は
な
く
、
教
員
の
監
視
の
も
と
に
行
わ
れ
た
一
種
の
教
練
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
か
。

「
お
べ
ん
た
う
」（
茨
城
県
若
松
東
校
四
年
男
子
、
五
月
三
日
）
は
、
弁
当
に
嫌

い
な
お
か
ず
が
入
っ
て
い
る
と
残
し
て
帰
り
、「
乃
木
大
将
は
お
母
さ
ん
に
、
何
時

も
き
ら
ひ
な
も
の
を
、
お
ぜ
ん
の
上
に
出
さ
れ
た
の
で
す
よ
。
今
は
非
常
時
で
す

よ
。
た
べ
て
来
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
よ
」
と
母
か
ら
説
教
さ
れ
る
と
い
う
も
の
。

だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
好
き
嫌
い
な
く
、「
お
母
さ
ん
の
心
を
こ
め
た
お
べ
ん
た
う

だ
か
ら
、
な
る
た
け
た
べ
る
よ
や
う
に
し
よ
う
と
思
つ
て
居
る
」
と
展
開
す
る
。

こ
こ
に
見
え
る
乃
木
大
将
の
逸
話
は
、
文
部
省
・
尋
常
科
用
『
小
学
国
語
読
本

巻
七
』（
昭
和
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
検
定
済
）
第
二
十
六
課
「
乃
木
大
将
の
幼

年
時
代
」
の
、
次
ぎ
の
様
な
一
節
で
あ
る
。

母
も
ま
た
え
ら
い
人
で
あ
つ
た
。
大
将
が
何
か
た
べ
物
の
中
に
き
ら
ひ
な

物
が
あ
る
と
見
れ
ば
、
三
度
々
々
の
食
事
に
、
必
ず
其
の
き
ら
ひ
な
物
ば
か

り
出
し
て
、
大
将
が
な
れ
る
ま
で
、
う
ち
中
の
者
が
そ
れ
ば
か
り
た
べ
る
や

う
に
し
た
。
其
の
た
め
大
将
に
は
、
全
く
た
べ
物
に
好
き
き
ら
ひ
が
な
い
や

う
に
な
つ
た
。

乃
木
大
将
の
逸
話
は
、
母
親
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

尋
常
四
年
の
教
科
書
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
を
戦
時
下
の
影
響
が
見
ら
れ
る
作
品
と
し
た
の
は
、「
乃
木
大
将
」
の
逸
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「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
一
○
）



話
と
「
非
常
時
」
と
い
う
表
現
か
ら
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
、
お
弁
当
を
残
さ

ず
帰
る
と
「
お
母
さ
ん
は
、
と
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
く
だ
さ
る
」
の
で
あ
り
、「
お
母

さ
ん
に
よ
ろ
こ
ば
れ
る
と
思
ふ
と
う
れ
し
い
」
と
い
う
、
少
年
ら
し
い
心
情
の
作

品
で
あ
っ
た
。

「
ハ
ク
イ
ノ
ヘ
イ
タ
イ
サ
ン
」（
東
京
市
麻
布
笄
校
二
年
男
子
、
五
月
四
日
）
は
、

自
宅
に
「
ハ
ク
イ
ノ
ヘ
イ
タ
イ
サ
ン
」
が
や
っ
て
来
た
こ
と
が
内
容
。「
ヘ
イ
タ
イ

サ
ン
ハ
、
カ
ン
ト
ン
デ

メ
イ
ヨ
ノ

フ
シ
ヤ
ウ
ヲ

ナ
サ
ツ
タ
ノ
ダ
サ
ウ
ダ
」

と
結
ぶ
。
日
曜
日
の
こ
と
で
、
両
親
の
知
人
の
訪
問
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

大
本
営
が
広
東
作
戦
を
漢
口
作
戦
と
併
せ
て
御
前
会
議
で
決
定
し
た
の
は
昭
和

十
三
年
六
月
十
五
日
。
ま
た
、
広
東
攻
略
作
戦
実
施
を
決
定
し
た
の
は
、
同
年
九

月
七
日
。
第
二
一
軍
が
広
東
を
占
領
し
た
の
が
翌
十
月
二
十
一
日
。
こ
の
「
ヘ
イ

タ
イ
サ
ン
」
は
そ
の
作
戦
に
参
加
し
負
傷
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
オ
ト
ウ
サ
ン
ヘ
」（
茨
城
県
古
里
校
二
年
男
子
、
五
月
十
七
日
）
は
、「
マ
ン
シ
ュ

ウ
ノ
オ
ト
ウ
サ
ン
、
ゲ
ン
キ
デ
ヰ
マ
ス
カ
」
に
始
ま
る
手
紙
体
の
作
品
。
遠
足
で

汽
車
を
見
に
行
っ
た
が
雨
に
降
ら
れ
「
ホ
ン
タ
ウ
ニ

ツ
マ
ラ
ナ
イ

エ
ン
ソ
ク

デ
シ
タ
」
と
近
況
を
綴
っ
て
い
る
。
父
親
が
満
洲
に
い
る
理
由
は
書
か
れ
て
い
な

い
。
軍
隊
な
の
か
開
拓
団
な
の
か
、
商
用
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
、「
オ
父
サ
ン
、

ゲ
ン
キ
デ

オ
ク
ラ
シ
ク
ダ
サ
イ
。
ボ
ク
モ

ゲ
ン
キ
デ
オ
サ
ラ
ヒ
シ
マ
ス
」
の

結
び
か
ら
は
、
父
親
の
長
期
に
わ
た
る
満
洲
滞
在
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

「
慰
問
袋
」（
神
奈
川
県
横
浜
市
東
台
校
五
年
男
子
、
五
月
二
十
五
日
）
は
、「
小

学
生
新
聞
」
を
「
日
曜
毎
に
一
週
間
分
づ
つ
送
つ
て
」
い
た
が
、
今
度
、「
慰
問
袋
」

を
お
く
る
と
い
う
も
の
。「
横
浜
の
野
沢
屋
へ
行
つ
た
。
五
階
に
は
大
き
な
字
で
皇

軍
慰
問
品
と
書
い
て
あ
つ
た
」。

僕
は
其
の
中
に
手
踊
人
形
が
目
に
つ
い
た
。
と
て
も
蒋
介
石
に
似
て
居
る
。

弟
が
踊
ら
し
た
の
で
思
は
ず
吹
出
し
た
。
そ
の
時
僕
の
目
に
写
つ
た
の
は
、

お
目
に
か
ゝ
ら
な
い
兵
隊
さ
ん
の
笑
顔
だ
。
日
の
丸
人
形
の
耳
か
き
、
豆
針

箱
其
の
他
と
共
に
入
れ
た
。

「
手
踊
人
形
」
を
稿
者
は
未
見
で
あ
る
が
、
文
脈
か
ら
は
、
蒋
介
石
を
揶
揄
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

「
慰
問
品
」
売
り
場
で
は
「
種
種
の
く
わ
ん
づ
め
が
山
を
成
し
」、
母
親
は
、
果

物
の
缶
詰
を
選
ん
だ
。
デ
パ
ー
ト
や
商
店
で
は
「
慰
問
品
」
が
置
か
れ
、「
銃
後
」

か
ら
戦
場
の
兵
士
へ
の
「
慰
問
品
」
が
日
常
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

ろ
う
。

「
大
砲
を
打
つ
」（
茨
城
県
若
松
西
校
六
年
男
子
、
六
月
二
日
）
は
、「
ぼ
く
は
朝

早
く
お
き
て
大
砲
の
音
を
き
き
た
い
と
お
も
つ
て
庭
へ
出
た
」
に
始
ま
る
長
い
作

品
。
投
稿
児
童
の
近
所
で
演
習
が
行
わ
れ
て
お
り
、
友
達
と
行
っ
て
来
た
大
砲
の

発
射
見
学
が
内
容
。
大
砲
の
牽
引
車
を
見
た
り
、
指
揮
台
か
ら
の
指
示
で
砲
兵
が

発
射
用
意
を
し
、
発
射
す
る
様
子
や
飛
ん
で
い
っ
た
砲
弾
な
ど
、
演
習
風
景
が
描

か
れ
て
い
る
。「
砲
こ
う
を
十
五
度
二
十
四
分
へ
向
け
て
た
ま
を
入
れ
て
」
と
、
す

こ
ぶ
る
詳
し
い
。
演
習
に
ワ
ク
ワ
ク
し
た
小
学
生
の
記
憶
力
の
確
か
さ
な
の
で
あ

ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
の
投
稿
作
品
を
書
い
て
い
る
際
に
、
資
料
で
も
用
意
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
し
ろ
ふ
み
」（
長
野
県
下
諏
訪
尋
高
校
六
年
男
子
、
六
月
四
日
）
は
、
兎
の
餌

を
取
り
に
行
っ
た
ら
「
牛
に
車
を
引
か
せ
な
が
ら
、
し
ろ
ふ
み
を
し
て
ゐ
る
」「
を

ぢ
さ
ん
」
が
居
た
と
い
う
も
の
で
、「
こ
の
を
ぢ
さ
ん
は
こ
の
あ
ひ
だ
、
戦
地
か
ら

帰
つ
て
き
た
を
ぢ
さ
ん
だ
。
ど
ら
声
を
上
げ
な
が
ら
、
愛
馬
進
軍
歌
を
歌
つ
て
ゐ

た
」。
こ
の
「
を
ぢ
さ
ん
」
は
、
帰
休
兵
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
、「
戦
地
」

か
ら
帰
還
し
、「
愛
馬
進
軍
歌
」
を
歌
い
な
が
ら
の
農
作
業
に
は
、
一
見
、
長
閑
さ

も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
「
を
ぢ
さ
ん
」
の
幸
運
に
す
ぎ
な
い
。
工
場

の
煙
突
か
ら
煙
が
消
え
、「
田
ん
ぼ
に
出
て
ゐ
た
人
も
だ
ん
�
�
と
帰
つ
て
行
く
。

僕
も
兎
の
ゑ
さ
を
取
つ
て
、
家
へ
い
そ
い
だ
。
を
ぢ
さ
ん
は
ま
だ
盛
に
し
ろ
ふ
み

を
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
。
戦
場
に
い
た
た
め
、
農
作
業
が
遅
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
勤
労
奉
仕
」（
静
岡
県
池
新
田
第
一
校
六
年
男
子
、
六
月
十
三
日
）
は
、「
僕
等

は
一
の
組
の
出
征
家
族
の
忙
し
い
お
宅
へ
勤
労
奉
仕
に
行
く
事
に
な
つ
た
」
と
い

う
も
の
。
そ
の
作
業
は
、「
茶
の
木
の
間
に
あ
る
小
草
を
け
づ
つ
た
」
の
で
あ
る
が
、
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そ
の
お
礼
に
「
キ
ャ
ラ
メ
ル
を
一
箱
づ
つ
く
れ
よ
う
と
し
た
の
で
、
僕
等
は
も
ら

ふ
為
に
来
た
の
で
は
な
い
の
で
断
つ
た
。
又
国
の
為
に
命
を
捨
て
て
戦
つ
て
下
さ

る
兵
隊
さ
ん
の
事
を
思
ふ
と
、
と
て
も
も
ら
ふ
気
に
は
な
ら
な
か
つ
た
」
と
結
ぶ
。

「
出
征
家
族
」
宅
へ
の
「
勤
労
奉
仕
」
は
、「
そ
の
八
」（
前
出
）
に
お
い
て
触
れ

た
よ
う
に
、
小
学
生
に
も
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。「
東
日
小
学
生
新

聞
」（
昭
和
十
五
年
六
月
四
日
・
第
一
一
五
二
号
）
は
、「
そ
ろ
�
�
始
る

田
植

え
休
み

意
義
深
い
奉
仕
」
の
記
事
を
掲
載
し
、
栃
木
県
の
小
学
校
で
の
取
り
組

み
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
記
事
で
は
、
出
征
遺
家
族
宅
へ
勤
労
奉
仕
に
行
く
の

は
高
等
科
の
生
徒
で
あ
っ
た
が
、「
勤
労
奉
仕
」
の
作
者
の
よ
う
に
、
尋
常
六
年
生

で
も
地
域
に
よ
っ
て
は
刈
り
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
キ
ャ
ラ
メ
ル
」
を
貰
わ
な
か
っ
た
の
は
、
学
校
或
は
教
師
の
指
導
な
の
で
あ
ろ

う
が
、
受
け
入
れ
側
と
し
て
は
「
キ
ャ
ラ
メ
ル
」
を
用
意
す
る
と
い
う
意
識
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
か
。

「
五
年
生
」（
新
潟
県
南
浜
校
五
年
男
子
、
六
月
二
十
日
）
と
「
あ
り
の
ト
ー
チ

カ
」（
東
京
市
大
森
区
東
調
布
校
五
年
男
子
、
六
月
二
十
八
日
）
の
作
品
を
、
時
局

柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の
現
れ
て
い
る
作
品
と
し
た
の
は
、「
五
年
生
」
に
は
、「
僕

た
ち
は
ち
や
う
ど
紀
元
二
千
六
百
年
に
五
年
生
に
な
り
ま
し
た
」
の
一
節
が
あ
る

こ
と
、「
あ
り
の
ト
ー
チ
カ
」
に
は
、「
昨
日
ま
で
は
な
か
つ
た
あ
り
の
ト
ー
チ
カ
」

の
一
節
が
あ
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
用
語
が
時
局
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
た
し
か
な
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、「
綴
方
」
に
つ
い
て
、
こ
の
第
二
四
半
期
に
掲
載
さ
れ
た
「
綴
方
」
七
七

作
品
の
う
ち
、
内
容
的
に
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
が
見
え
る
一
四
作
品
を
検

討
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
に
は
、
戦
死
し
た
兄
を
持
つ
児
童
や
戦
死
し
た
農
学
校
の
出
身
者
の
遺

影
に
黙
祷
す
る
児
童
が
い
た
。
児
童
は
、
戦
死
に
向
き
合
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
た
。
児
童
の
家
に
は
、
演
習
に
出
た
「
兵
隊
さ
ん
」
が
泊
ま
り
、
家
の
近

所
で
は
演
習
が
行
わ
れ
た
。
戦
時
下
が
、
児
童
の
身
近
に
迫
っ
て
来
た
。
ま
た
、

非
常
時
だ
と
母
親
に
説
教
さ
れ
る
児
童
、
慰
問
袋
を
戦
地
に
送
る
児
童
、
出
征
兵

士
宅
へ
の
勤
労
奉
仕
に
刈
り
出
さ
れ
た
児
童
が
い
た
。

こ
の
第
一
四
半
期
の
作
品
に
は
、
直
前
の
四
半
期
で
あ
る
昭
和
十
五
年
第
一
四

半
期
同
様
、
児
童
の
日
常
生
活
で
の
出
来
事
を
内
容
と
す
る
作
品
が
多
い
が
、
こ

れ
ら
一
四
作
品
は
、
銃
後
に
あ
っ
て
、
児
童
が
様
々
な
位
相
に
お
け
る
戦
時
下
の

下
に
置
か
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

三

昭
和
十
五
年
第
二
四
半
期
に
お
け
る
「
詩
」「
短
歌
」「
俳
句
」

「
詩
」
の
作
品
掲
載
数
は
、
七
五
作
品
。
前
年
の
十
四
年
度
で
は
、
第
一
四
半
期

九
五
、
第
二
四
半
期
九
〇
、
第
三
四
半
期
八
〇
、
第
四
四
半
期
が
七
六
作
品
で
あ

り
、
十
五
年
第
一
四
半
期
が
八
四
作
品
。
従
っ
て
、
十
四
年
第
四
四
半
期
と
ほ
ぼ

同
様
で
あ
り
、
僅
差
で
は
あ
る
が
、
最
も
少
な
い
掲
載
と
な
っ
た
。

掲
載
さ
れ
た
七
五
作
品
の
う
ち
、
内
容
に
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
が
見
え

る
の
は
次
の
五
作
品
。

因
み
に
、
十
四
年
第
一
四
半
期
は
九
五
作
品
中
一
五
、
第
二
四
半
期
は
九
○
作

品
中
四
、
第
三
四
半
期
は
八
○
作
品
中
五
、
第
四
四
半
期
は
七
六
作
品
中
一
一
、

十
五
年
第
一
四
半
期
で
は
八
四
作
品
中
一
○
作
品
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
直
前
の
第
一
四
半
期
の
ほ
ぼ
半
数
の
掲
載
率
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
五
月
」

（
埼
玉
県
川
口
校
五
年
男
子
、
五
月
十
五
日
・
水
、
第
一
一
三
五
号
）

「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
」

（
神
奈
川
県
高
峰
校
高
一
女
子
、
五
月
十
六
日
・
木
、
第
一
一
三
六
号
）

「
汽
車
」

（
北
海
道
歌
越
別
校
四
年
男
子
、
六
月
十
一
日
・
火
、
第
一
一
五
八
号
）

「
風
鈴
」

（
神
奈
川
県
伊
勢
原
校
六
年
男
子
、
六
月
十
八
日
・
火
、
第
一
一
六
四
号
）

「
青
い
夏
」
（
埼
玉
県
八
和
田
校
六
年
男
子
、
六
月
二
十
五
日
・
火
、
第
一
一
七
○
号
）

「
五
月
」（
埼
玉
県
川
口
校
五
年
男
子
、
五
月
十
五
日
）
に
お
け
る
時
局
柄
或
は

「
戦
時
下
」
色
と
は
、「
亜
細
亜
の
地
図
を
見
る
」
の
一
節
だ
け
で
あ
る
。「
五
月
は

何
を
読
む
」
を
受
け
て
、「
日
本
歴
史
を
読
む
、
漫
画
の
お
も
し
ろ
さ
を
読
む
、
亜
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細
亜
の
地
図
を
見
る
」
と
展
開
す
る
も
の
で
、
こ
の
時
局
で
な
け
れ
ば
、「
亜
細
亜

の
地
図
を
見
る
」
の
一
節
に
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
を
見
る
の
は
無
理
が
あ

ろ
う
か
。地

図
に
よ
り
支
那
満
洲
に
於
け
る
皇
軍
の
活
躍
状
況
を
知
ら
し
む
。

新
潟
県
南
蒲
原
郡
今
町
小
学
校
高
等
科
第
二
学
年
の
「
昭
和
十
四
年
度
学
級
経

営
案
」
に
お
け
る
「
国
民
精
神
総
動
員
実
施
計
画
ト
連
絡
及
実
施
事
項
」
の
「
地

理
」
に
関
す
る
指
導
案
で
あ
る
。

こ
の
指
導
案
は
「
高
等
科
第
二
学
年
」
で
あ
り
、
投
稿
児
童
は
「
尋
常
科
第
五

学
年
」
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
指
導
案
が
「
国
民
精
神
総
動
員
実
施
計
画

ト
連
絡
及
実
施
事
項
」
で
あ
れ
ば
、
学
年
に
よ
る
指
導
案
の
差
異
は
大
き
く
な
い

も
の
と
推
測
で
き
よ
う
。

「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
」（
神
奈
川
県
高
峰
校
高
一
女
子
、
五
月
十
六
日
）
は
、
次
の

よ
う
な
作
品
。

ず
ら
り
と
並
ん
だ
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
。

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
兵
隊
さ
ん
、

み
ど
り
の
葉
つ
ぱ
を
ぴ
ん
と
は
つ
て
、

赤
い
帽
子
は
か
は
い
ゝ
な
。

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
兵
隊
さ
ん
、

み
ん
な
そ
ろ
つ
て
か
し
ら
右

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
が
並
ん
で
咲
い
て
い
る
光
景
を
詠
っ
た
、
あ
ど
け
な
い
作
品
で

あ
る
が
、「
兵
隊
さ
ん
」
と
「
み
ん
な
そ
ろ
つ
て
か
し
ら
右
」
の
表
現
に
は
、
時
局

柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
が
見
ら
れ
よ
う
。

「
汽
車
」（
北
海
道
歌
越
別
校
四
年
男
子
、
六
月
十
一
日
）
は
、「
ま
つ
す
ぐ
な
線

路
を
汽
車
が
ば
く
し
ん
す
る
」
様
子
を
「
ま
る
で
大
砲
の
た
ま
で
も
と
ん
で
く
る

か
の
や
う
に
」
と
表
現
し
た
箇
所
に
す
ぎ
な
い
。
比
喩
と
し
て
の
表
現
に
す
ぎ
な

い
が
、
こ
の
比
喩
に
児
童
の
置
か
れ
た
時
代
性
が
あ
ろ
う
。

「
風
鈴
」（
神
奈
川
県
伊
勢
原
校
六
年
男
子
、
六
月
十
八
日
）
は
、
次
の
よ
う
な

作
品
。

戦
地
に
居
る
兄
さ
ん
に
、

夜
店
で
買
つ
て
も
ら
つ
た
風
鈴
。

古
く
な
つ
て
、

軒
下
に
さ
び
し
く
鳴
つ
て
居
る
。

「
兄
さ
ん
」
が
出
征
す
る
前
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
季
節
は
夏
で
あ
っ

た
か
。
季
節
は
す
ぎ
、
風
鈴
も
古
く
な
っ
た
。「
兄
さ
ん
」
の
戦
地
暮
ら
し
は
ま
だ

続
い
て
い
る
。
風
鈴
が
鳴
る
た
び
、
戦
地
の
兄
に
心
は
馳
せ
る
。

「
青
い
夏
」（
埼
玉
県
八
和
田
校
六
年
男
子
、
六
月
二
十
五
日
）
に
お
け
る
時
局

或
は
「
戦
時
下
」
色
は
、
日
本
晴
れ
の
空
を
飛
ぶ
飛
行
機
に
「
た
ゞ
日
の
丸
が
、

は
つ
き
り
赤
く
見
え
る
」
の
一
節
。
時
局
柄
、
こ
の
飛
行
機
は
戦
闘
機
で
あ
ろ
う
。

切
迫
感
は
な
く
、
色
調
の
鮮
や
か
さ
、
素
朴
な
色
彩
感
覚
を
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ

う
が
、
こ
の
時
代
、
日
の
丸
を
つ
け
た
飛
行
機
は
戦
場
へ
の
翼
と
い
う
記
号
に
な

ろ
う
。

以
上
、「
詩
」
に
つ
い
て
、
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の
見
え
る
五
作
品
を
検

討
し
て
き
た
。「
風
鈴
」
の
投
稿
児
童
は
戦
場
と
直
結
し
た
「
戦
時
下
」
に
お
か
れ

て
い
た
が
、
そ
の
他
の
四
作
品
の
作
者
に
と
っ
て
は
、「
銃
後
」
に
あ
っ
て
、
穏
や

か
な
「
戦
時
下
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
第
二
四
半
期
に
掲
載
さ
れ
た
「
詩
」
は
七
五
作
品
で
あ
り
、
児
童
の
日
常

生
活
に
お
け
る
身
辺
で
の
出
来
事
な
ど
を
内
容
と
す
る
作
品
の
方
が
圧
倒
的
に
多

い
の
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
て
み
る
。

お
風
呂
の
ふ
た
を
と
つ
た
ら
、

私
の
顔
が
う
つ
つ
た
。
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ゆ
ら
ゆ
ら
と
動
い
て
ゐ
る
。

長
い
顔
、

平
た
い
や
う
な
顔
、

笑
つ
た
顔
、
し
か
め
つ
ら
、

〝
ざ
ぶ
つ
〞
と
顔
の
中
へ
、

手
を
つ
つ
こ
ん
だ
。

「
風
呂
」（
岩
手
県
山
田
校
五
年
女
子
、
六
月
八
日
・
土
・
第
一
一
五
六
号
）
と

い
う
作
品
で
あ
る
。
湯
面
を
鏡
に
し
て
、
顔
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
作

者
の
楽
し
さ
が
表
象
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
い

が
、
思
い
切
り
の
い
い
作
者
の
内
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
時
局
に
捉
わ
れ
な
い
普

遍
的
な
作
品
と
い
え
よ
う
。

「
短
歌
」
を
検
討
す
る
。

「
短
歌
」
の
作
品
掲
載
数
は
、
三
○
首
。
前
年
の
十
四
年
度
で
は
、
第
一
四
半
期

三
九
、
第
二
四
半
期
四
〇
、
第
三
四
半
期
二
九
首
、
第
四
四
半
期
が
二
一
首
で
あ

り
、
十
五
年
第
一
四
半
期
が
六
○
首
。
直
前
期
の
半
数
で
あ
り
、
前
年
第
三
四
半

期
と
ほ
ぼ
同
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
掲
載
さ
れ
た
三
○
首
の
う
ち
、
同
じ
作
者
に
よ
る
作
品
が
三
首
あ
り
、

二
首
が
掲
載
さ
れ
た
作
者
が
三
人
。
投
稿
児
童
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
掲
載
数
の
減
少
に
由
来
す
る
か
。

掲
載
さ
れ
た
三
○
首
の
う
ち
、
作
品
内
容
に
、
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
を

含
む
も
の
は
、
次
の
三
首
。

因
み
に
、
十
四
年
第
一
四
半
期
で
は
三
九
首
の
う
ち
一
〇
首
、
第
二
四
半
期
は

四
〇
首
の
う
ち
一
二
首
、
第
三
四
半
期
は
二
九
の
う
ち
八
首
、
第
四
四
半
期
は
二

一
首
の
う
ち
六
首
、
十
五
年
第
一
四
半
期
は
六
〇
首
の
う
ち
二
三
首
。
直
前
期
と

比
べ
る
と
、
こ
の
第
二
四
半
期
に
は
激
減
し
た
こ
と
に
な
る
。

朝
毎
に
心
清
め
て
神
々
に
け
ふ
一
日
を
祈
る
我
な
り

（
福
島
県
塩
川
校
高
一
男
子
、
五
月
九
日
・
木
、
第
一
一
三
○
号
）

青
空
に
た
ゞ
一
す
ぢ
の
日
の
丸
が
朝
風
の
た
め
ひ
る
が
へ
つ
て
を
り

（
東
京
市
大
森
区
入
新
井
第
四
校
六
年
男
子
、
六
月
五
日
・
水
、
第
一
一
五
三
号
）

つ
は
も
の
の
門
出
見
送
る
雨
の
中
傘
の
し
づ
く
が
肩
を
ぬ
ら
せ
り

マ

マ

（
静
岡
県
横
須
賀
校
高
二
女
子
、
六
月
十
一
日
・
火
、
第
一
一
五
八
号
）

第
一
首
「
朝
毎
に
」
の
作
品
は
、
神
社
へ
の
朝
詣
で
。
前
稿
で
確
認
し
た
よ
う

に
、
十
五
年
第
一
四
半
期
の
作
品
に
「
佳
き
け
ふ
の
社
の
御
前
に
ぬ
か
づ
き
て
祈

る
は
一
つ
武
運
長
久
」（
北
海
道
花
咲
校
高
一
男
子
、
一
月
五
日
・
金
、
第
一
○
二

三
号
）
が
あ
る
よ
う
に
、
神
社
へ
の
参
拝
で
は
出
征
兵
士
の
「
武
運
長
久
」
祈
願

が
求
め
ら
れ
た
。「
け
ふ
一
日
を
祈
る
」
と
は
、
戦
場
に
い
る
兵
士
の
「
け
ふ
一
日
」

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
二
首
「
青
空
に
」
に
お
け
る
「
一
す
ぢ
の
日
の
丸
」
に
は
戸
惑
う
が
、
要
は

青
空
に
日
の
丸
の
旗
が
朝
風
に
翻
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
第
一
四
半
期
の
作
品

に
「
日
の
丸
の
旗
勇
ま
し
く
生
き
生
き
と
青
空
高
く
ひ
る
が
へ
る
か
な
」（
福
島
県

木
幡
校
五
年
男
子
、
二
月
十
五
日
・
木
、
第
一
○
五
八
号
）
が
あ
っ
た
が
、「
日
の

丸
」
は
児
童
の
視
線
に
絶
え
ず
絡
み
付
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
三
首
「
つ
は
も
の
の
」
は
、
言
う
ま
で
も
無
く
、
出
征
兵
士
の
見
送
り
に
参

列
し
て
の
作
品
で
あ
ろ
う
。
生
憎
、
雨
が
降
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
傘
の
し
づ

く
が
肩
を
ぬ
ら
せ
り
」
と
、
そ
の
雨
は
、
出
征
し
て
い
く
兵
士
を
、
見
送
り
に
動

員
さ
れ
た
児
童
を
ぬ
ら
せ
る
。

以
上
、
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の
現
れ
た
「
短
歌
」
三
首
を
検
討
し
た
。

第
三
首
か
ら
は
、
出
征
兵
士
の
壮
行
会
に
参
列
し
た
児
童
が
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、「
綴
方
」「
詩
」
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
内
容
で
あ
る
。
直
前
期
第
一
四

半
期
の
「
短
歌
」
に
は
兄
の
出
征
を
内
容
と
す
る
作
品
が
三
首
も
あ
り
、
そ
れ
と

比
較
す
る
と
、
こ
の
第
二
四
半
期
で
は
肉
親
の
出
征
風
景
は
な
く
、
比
較
的
平
穏

な
作
品
展
開
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
雨
の
中
を
動
員
さ
れ
て
見
送
る
児
童
は
、

将
に
「
戦
時
下
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
第
二
四
半
期
に
掲
載
さ
れ
た
「
短
歌
」
は
三
○
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
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「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
一
○
）



は
児
童
の
日
常
生
活
に
お
け
る
身
辺
で
の
出
来
事
な
ど
を
内
容
と
す
る
作
品
の
方

が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
て
み
る
。

畠
中
の
一
本
の
木
に
雀
の
子
何
を
か
云
ひ
て
飛
去
り
に
け
り

マ

マ

（
静
岡
県
横
須
賀
校
高
二
女
子
、
六
月
二
十
一
日
・
木
、
第
一
一
六
七
号
）

春
日
和
う
ら
ゝ
か
な
庭
に
軽
や
か
に
円
を
ゑ
が
き
て
友
は
縄
飛
ぶ

（
宮
城
県
細
倉
校
六
年
女
子
、
同
前
）

雪
消
え
て
草
の
芽
出
づ
る
こ
の
野
べ
に
友
と
遊
ぶ
も
幾
月
ぶ
り
か

（
北
海
道
浦
幌
校
高
一
男
子
、
同
前
）

六
月
二
十
一
日
に
掲
載
さ
れ
た
三
首
で
あ
る
が
、
作
者
の
住
居
の
そ
れ
ぞ
れ
の

季
節
感
が
伝
わ
り
、
そ
の
環
境
に
在
る
児
童
の
観
察
眼
、
躍
動
感
、
昂
揚
感
を
感

じ
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。

「
俳
句
」
を
検
討
す
る
。

「
俳
句
」
の
作
品
掲
載
数
は
、
九
八
句
。

九
八
句
。
前
年
の
十
四
年
度
で
は
、
第
一
四
半
期
八
八
句
、
第
二
四
半
期
九
四

句
、
第
三
四
半
期
七
一
句
、
第
四
四
半
期
七
三
句
で
あ
り
、
十
五
年
第
一
四
半
期

が
九
八
句
。
直
前
期
と
同
数
で
あ
り
、
前
年
度
に
九
○
を
超
え
た
の
は
第
二
四
半

期
の
み
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
十
五
年
度
に
お
け
る
「
俳
句
」
の
掲
載
数
は
多
い

わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
は
不
明
。

な
お
、
掲
載
さ
れ
た
九
八
句
の
う
ち
、
同
じ
作
者
に
よ
る
作
品
で
は
、
四
句
の

掲
載
が
一
人
、
三
句
が
二
人
、
二
句
が
八
人
で
あ
っ
た
。「
短
歌
」
の
掲
載
で
は
掲

載
さ
れ
た
児
童
に
偏
り
が
み
ら
れ
た
が
、「
俳
句
」
の
場
合
に
は
、「
俳
句
」
を
得

意
と
す
る
児
童
も
少
な
い
が
、
多
く
の
投
稿
児
童
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。掲

載
さ
れ
た
九
八
句
の
う
ち
、
作
品
内
容
に
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
が
現

れ
て
い
る
の
は
、
次
の
一
五
句
。

因
み
に
、
十
四
年
第
一
四
半
期
は
八
八
句
の
う
ち
一
一
句
、
第
二
四
半
期
は
九

四
句
の
う
ち
七
句
、
第
三
四
半
期
は
七
一
句
の
う
ち
六
句
、
第
四
四
半
期
は
七
三

句
の
う
ち
九
句
、
十
五
年
第
一
四
半
期
は
九
八
句
の
う
ち
一
九
句
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
同
じ
掲
載
数
で
あ
る
第
一
四
半
期
に
比
べ
て
、
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
が
、

前
年
の
十
四
年
度
の
各
四
半
期
よ
り
は
多
い
掲
載
で
あ
っ
た
。

に
は
と
り
の
声
に
も
興
亜
の
ひ
ゞ
き
あ
り

（
千
葉
県
小
金
校
高
一
女
子
、
四
月
十
一
日
・
木
、
第
一
一
○
六
号
）

大
陸
へ
級
友
の
た
つ
春
の
朝

（
東
京
府
武
蔵
野
第
一
校
五
年
男
子
、
四
月
十
二
日
・
金
、
第
一
一
○
七
号
）

手
の
ま
め
を
記
念
と
見
せ
る
奉
仕
隊

（
山
形
県
豊
川
校
高
二
男
子
、
四
月
十
三
日
・
土
、
第
一
一
○
八
号
）

兄
帰
り
楽
し
き
春
の
こ
の
ゆ
ふ
べ

（
宮
城
県
細
倉
校
高
一
男
子
、
四
月
二
十
四
日
・
水
、
第
一
一
一
七
号
）

慰
問
品
積
ん
だ
車
に
万
歳
す

（
山
形
県
豊
川
校
高
二
男
子
、
四
月
二
十
七
日
・
土
、
第
一
一
二
○
号
）

日
の
丸
の
弁
当
揃
ひ
嬉
し
い
な

（
東
京
府
福
生
校
六
年
男
子
、
四
月
二
十
八
日
・
日
、
第
一
一
二
一
号
）

日
章
旗
ひ
ら
め
く
春
の
朗
ら
か
さ

（
新
潟
県
横
沢
校
五
年
男
子
、
五
月
八
日
・
水
、
第
一
一
二
九
号
）

刈
終
え
て
夕
日
の
丘
に
黙
祷
す

（
東
京
府
氷
川
校
高
一
男
子
、
同
右
）

窓
あ
け
て
愛
馬
の
歌
や
桃
の
花

（
東
京
府
武
蔵
野
第
一
校
六
年
男
子
、
五
月
九
日
・
木
、
第
一
一
三
○
号
）

教
室
の
窓
越
し
に
見
る
戦
闘
機

（
埼
玉
県
第
一
飯
能
校
高
二
男
子
、
同
右
）

縁
先
に
軍
服
ほ
す
や
兵
の
春

（
新
潟
県
鉢
先
校
六
年
男
子
、
五
月
十
日
・
金
、
第
一
一
三
一
号
）

静
か
な
夜
兵
隊
さ
ん
に
手
紙
書
く

（ ）２１２―２１２―



（
宮
城
県
中
山
津
校
五
年
男
子
、
五
月
十
九
日
・
日
、
第
一
一
三
九
号
）

軍
事
便
ポ
ス
ト
の
前
で
読
返
し

（
埼
玉
県
第
一
飯
能
校
高
二
男
子
、
五
月
二
十
八
日
・
火
、
第
一
一
四
六
号
）

朝
早
く
水
で
清
め
る
心
か
な

（
福
島
県
泉
校
五
年
男
子
、
六
月
九
日
・
日
、
第
一
一
五
七
号
）

朝
早
く
宮
に
詣
で
る
奉
公
日

（
静
岡
県
浜
松
市
八
幡
校
高
一
男
子
、
六
月
十
八
日
・
火
、
第
一
一
六
四
号
）

第
一
句
「
に
は
と
り
の
声
に
も
興
亜
の
ひ
ゞ
き
あ
り
」
は
、
鶏
の
鳴
き
声
「
コ

ケ
コ
ッ
コ
ー
」
が
「
コ
ー
ア
コ
ー
ア
」
に
似
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「
興
亜
」
の
言
葉
が
児
童
の
日
常
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

「
興
亜
」
と
い
う
用
語
は
い
つ
頃
か
ら
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

昭
和
十
四
年
四
月
十
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
国
民
精
神
総
動
員
新
展
開
の

基
本
方
針
」
の
「
趣
旨
」
に
、
次
の
一
節
が
あ
る
。

今
や
我
が
国
の
急
務
は
、
肇
国
の
大
理
想
に
鑑
み
興
亜
の
聖
業
を
達
成
し
、

世
界
的
国
際
難
局
の
前
途
を
打
開
す
る
為
め
、
全
国
民
の
伝
統
的
精
神
力
を

結
束
し
て
国
家
総
力
の
飛
躍
的
増
強
を
図
る
の
一
事
に
あ
る
。

ま
た
、
四
月
二
十
八
日
に
は
「
時
局
認
識
徹
底
方
策
」
と
「
物
資
活
用
竝
に
消

費
節
約
の
基
本
方
針
」
の
「
国
民
精
神
総
動
員
の
二
方
策
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、

「
興
亜
」
の
用
語
は
、「
時
局
認
識
徹
底
方
策
」
の
「
一
、
何
を
徹
底
す
べ
き
か
」

に
お
い
て
、
次
ぎ
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
（「
週
報
」
第
一
三
三
号
・
昭
和
十
四
年
五

月
三
日
号
）。

一

興
亜
大
業
の
意
義
と
帝
国
の
使
命

東
亜
全
局
の
安
定
、
世
界
永
遠
の
平
和
の
為
に
す
る
東
亜
新
秩
序
の
建

設
は
、
帝
国
を
中
心
と
し
て
「
日
満
支
三
国
相
携
へ
、
政
治
・
経
済
・
文

化
等
各
般
に
亙
り
互
助
連
環
の
関
係
を
樹
立
す
る
を
以
つ
て
根
幹
と
し
、

東
亜
に
於
け
る
国
際
正
義
の
確
立
、
共
同
防
共
の
達
成
、
新
文
化
の
創
造
、

経
済
結
合
の
実
現
を
期
す
る
に
あ
り
」（
昭
和
十
三
年
十
一
月
三
日
政
府
声

明
）
こ
れ
こ
そ
我
が
肇
国
の
大
理
想
に
淵
源
す
る
未
曾
有
の
大
業
で
あ
つ

て
、
之
を
完
成
す
る
こ
と
は
、
現
代
日
本
国
民
に
課
せ
ら
れ
た
る
最
も
光

栄
あ
る
責
務
で
あ
る
こ
と
。

つ
ま
り
、「
興
亜
」
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、「
東
亜
新
秩
序
の
建
設
」
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。

「
興
亜
」
を
冠
し
た
役
所
と
し
て
「
興
亜
院
」
が
新
設
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
十
三

年
十
二
月
十
六
日
。「
来
る
べ
き
新
支
那
の
建
設
、
東
亜
新
秩
序
の
具
現
を
め
ざ
す

中
枢
機
関
」（「
興
亜
院
の
新
設
」「
週
報
」
第
一
一
四
号
・
昭
和
十
三
年
十
二
月
二

十
一
号
）
と
さ
れ
た
。

「
週
報
」
第
六
十
七
号
（
昭
和
十
三
年
一
月
二
十
六
日
）
に
は
、「
第
七
十
三
回

帝
国
議
会
に
於
け
る
国
務
大
臣
演
説
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
「
近

衛
内
閣
総
理
大
臣
」
の
演
説
の
一
節
に
、
次
の
一
節
が
あ
る
。

申
す
迄
も
な
く
日
満
支
の
鞏
固
な
る
提
携
を
枢
軸
と
し
て
、
東
亜
永
遠
の

平
和
を
確
立
し
、
以
て
世
界
平
和
に
貢
献
せ
む
と
す
る
は
、
帝
国
不
動
の
国

策
で
あ
り
ま
す
。

「
東
亜
新
秩
序
」
の
内
容
で
あ
る
が
、
用
語
と
し
て
「
興
亜
」
は
使
わ
れ
て
い
な

い
。「

週
報
」
に
は
、
表
紙
見
返
り
に
毎
号
標
語
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、「
興
亜
」

の
表
現
は
「
興
亜
の
春

国
家
の
総
力
を
発
揮
せ
よ
」（
第
一
二
八
号
・
昭
和
十
四

年
三
月
二
十
九
日
号
）
が
一
番
早
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
に
は
、「
持
場
へ
全
力

興
亜
へ
総
力
」（
第
一
四
九
号
・
昭
和
十
四
年
八
月
二
十
三
日
号
）
な
ど
が
見
ら
れ

る
が
、
そ
れ
ま
で
は
「
進
め
！
新
東
亜
の
建
設
へ
」（
第
一
二
二
号
・
昭
和
十
四
年

二
月
十
五
日
号
）、「
東
亜
新
秩
序
の
建
設
」（
第
一
二
六
号
・
同
年
三
月
十
五
日
号
）

で
あ
っ
た
。

―２１３―（ ）２１３

「
戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化
」
に
つ
い
て
（
そ
の
一
○
）



つ
ま
り
、「
興
亜
」
の
表
現
は
、
昭
和
十
三
年
十
二
月
の
「
興
亜
院
」
新
設
以
降

と
推
測
で
き
よ
う
。

第
二
句
「
大
陸
へ
級
友
の
た
つ
春
の
朝
」
は
、「
級
友
」
が
中
国
大
陸
へ
旅
立
っ

朝
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
は
不
明
で
あ
る
。
時
局
的
に
は
「
満
蒙
開

拓
青
少
年
義
勇
軍
」
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
応
募
資
格
は
数
え
年
で
十
六
歳

か
ら
十
九
歳
で
あ
っ
た
か
ら
、
投
稿
児
童
の
「
級
友
」
と
し
て
は
年
齢
的
に
合
致

し
な
い
。
一
家
を
挙
げ
て
の
満
洲
移
住
で
あ
っ
た
か
。

第
三
句
「
手
の
ま
め
を
」
と
第
八
句
「
刈
終
え
て
」
は
、
と
も
に
勤
労
奉
仕
か
。

出
征
家
族
宅
か
、
或
は
戦
死
し
た
遺
家
族
宅
で
あ
る
か
は
、
不
明
で
あ
る
が
、
後

者
の
「
夕
日
の
丘
に
黙
祷
す
」
か
ら
は
、「
武
運
長
久
」
を
祈
願
す
る
「
黙
祷
」
と

い
う
よ
り
、
戦
死
者
へ
の
「
黙
祷
」
と
い
っ
た
趣
が
あ
ろ
う
。

第
四
句
「
兄
帰
り
楽
し
き
春
の
こ
の
ゆ
ふ
べ
」
を
、
時
局
或
は
「
戦
時
下
」
色

が
見
ら
れ
る
作
品
と
し
た
の
は
、
兄
の
「
帰
り
」
を
帰
休
兵
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
勿
論
、
作
品
に
は
そ
れ
を
推
測
さ
せ
る
表
現
は
な
い
が
、「
こ
の
春
」
に
着
目

し
て
、
兄
が
不
在
の
季
節
が
あ
っ
た
こ
と
、
長
期
に
わ
た
る
不
在
ゆ
え
に
兄
の
帰

宅
が
「
楽
し
」
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
「
時
局
」
か
ら

は
、
兄
が
戦
場
か
ら
帰
っ
た
楽
し
さ
と
推
測
で
き
ま
い
か
。

第
五
句
「
慰
問
品
積
ん
だ
車
に
万
歳
す
」
は
、
慰
問
品
を
積
ん
だ
ト
ラ
ッ
ク
の

出
発
式
か
通
過
に
合
わ
せ
て
の
見
送
り
に
動
員
さ
れ
た
児
童
の
作
品
で
あ
ろ
う
。

第
三
句
「
手
の
ま
め
を
」
と
同
じ
作
者
。『
昭
和
』（
第
五
巻
、
講
談
社
・
平
成
元

年
一
一
月
）
に
よ
れ
ば
、「
各
家
庭
で
作
ら
れ
た
慰
問
袋
は
、
市
町
村
当
局
か
ら
軍

隊
の
恤
兵
部
に
届
け
ら
れ
、
戦
地
に
送
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」、
と
慰
問
袋
の
発

送
式
の
光
景
が
写
真
付
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
十
四
年
十
一
月
二
十
五
日
の

こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

第
六
句
「
日
の
丸
の
弁
当
揃
ひ
嬉
し
い
な
」
は
、
い
わ
ば
「
日
の
丸
弁
当
」
デ
ー

と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。「
綴
方
」
の
項
で
「
お
べ
ん
た
う
」
の
作
品
を
検
討
し
た
が
、

そ
こ
に
は
「
高
柳
君
だ
け
は
、
大
き
な
日
の
丸
べ
ん
た
う
を
両
手
で
持
つ
て
、
ぱ

く
り
ぱ
く
り
や
つ
て
居
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
っ
た
。
第
六
句
に
は
、「
揃
ひ
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
ク
ラ
ス
の
大
勢
が
「
日
の
丸
弁
当
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教

員
の
指
導
に
よ
る
「
日
の
丸
弁
当
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

第
七
句
「
日
章
旗
ひ
ら
め
く
春
の
朗
ら
か
さ
」
は
、
春
風
に
日
の
丸
の
旗
が
ひ

ら
め
い
て
い
る
様
子
を
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
短
歌
」
の
項
に
て
「
青
空
に
た
ゞ

一
す
ぢ
の
日
の
丸
が
朝
風
の
た
め
ひ
る
が
へ
つ
て
を
り
」
の
あ
る
こ
と
を
検
討
し

た
際
に
、
児
童
が
「
日
の
丸
」
を
視
野
に
入
れ
る
日
常
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
い
た
。

第
九
句
「
窓
あ
け
て
愛
馬
の
歌
や
桃
の
花
」
の
「
愛
馬
の
歌
」
は
、「
愛
馬
進
軍

歌
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
綴
方
」
の
検
討
で
は
、
農
作
業
中
、「
ど
ら
声
を
あ
げ

な
が
ら
愛
馬
進
軍
歌
を
歌
つ
て
」
い
る
「
お
ぢ
さ
ん
」
が
登
場
し
て
い
た
。
昭
和

十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
に
作
曲
の
懸
賞
募
集
結
果
が
発
表
さ
れ
た
「
愛
馬
進
軍

歌
」
の
流
布
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
一
○
句
「
教
室
の
窓
越
し
に
見
る
戦
闘
機
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
授
業
中

の
教
室
か
ら
戦
闘
機
を
見
た
も
の
。「
詩
」
の
項
で
の
「
青
い
夏
」
は
、
草
原
に
寝

転
ん
で
日
本
晴
れ
の
空
を
飛
ぶ
「
日
の
丸
」
を
つ
け
た
飛
行
機
を
見
上
げ
て
い
た
。

戦
闘
機
が
児
童
の
視
野
を
横
切
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う

こ
と
か
。

第
一
一
句
「
縁
先
に
軍
服
ほ
す
や
兵
の
春
」
に
お
い
て
、
縁
先
に
干
さ
れ
る
軍

服
は
帰
休
兵
の
も
の
か
。
或
は
除
隊
者
の
も
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
兵
の
春
」

の
表
現
を
選
択
し
た
作
者
は
、
帰
宅
し
た
兵
士
を
迎
え
た
家
の
安
ら
ぎ
を
掴
ん
だ

と
い
う
こ
と
。
小
学
校
六
年
生
の
選
ん
だ
表
現
「
兵
の
春
」
は
見
事
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

第
一
二
句
「
静
か
な
夜
兵
隊
さ
ん
に
手
紙
書
く
」
に
お
け
る
「
手
紙
」
は
、
慰

問
文
。

第
一
三
句
「
軍
事
便
ポ
ス
ト
の
前
で
読
返
し
」
は
、
書
い
た
慰
問
文
の
確
認
と

い
う
こ
と
か
。

第
一
四
句
「
朝
早
く
水
で
清
め
る
心
か
な
」
は
、
神
社
へ
の
早
朝
参
拝
の
た
め

の
「
清
め
」
か
。

第
一
五
句
「
朝
早
く
宮
に
詣
で
る
奉
公
日
」
は
、
興
亜
奉
公
日
の
こ
と
。

興
亜
奉
公
日
の
「
実
施
項
目
」
の
中
に
は
、
次
の
二
つ
も
含
ま
れ
て
い
た
。
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一
、
護
国
の
英
霊
に
感
謝
を
捧
げ
、
戦
没
勇
士
の
墓
参
や
墓
地
の
清
掃
を

行
ふ
こ
と
。

一
、
前
線
に
慰
問
文
や
慰
問
袋
を
送
り
、
銃
後
で
は
傷
痍
軍
人
を
見
舞
ひ
、

出
征
軍
人
遺
家
族
の
慰
問
を
行
ふ
こ
と
。

す
な
わ
ち
、
第
一
二
句
か
ら
一
五
句
ま
で
の
四
作
品
は
、
こ
こ
に
い
う
「
実
施

項
目
」
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
慰
問
文
は
「
興

亜
奉
公
日
」
だ
け
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
児
童
に
は
、
日
々
、
要
請
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

新
潟
県
南
蒲
原
郡
今
町
小
学
校
高
等
科
第
二
学
年
の
「
昭
和
十
四
年
度
学
級
経

営
案
」
に
お
け
る
「
国
民
精
神
総
動
員
実
施
計
画
ト
連
絡
及
実
施
事
項
」
の
「
綴

方
」
に
関
す
る
指
導
案
に
は
「
慰
問
文
の
作
成
・
発
送
」
と
あ
る
。
他
の
学
年
を

確
認
で
き
な
い
で
い
る
が
、
こ
の
指
導
内
容
に
学
年
に
よ
る
相
違
が
あ
る
と
は
考

え
に
く
い
。
時
局
か
ら
は
、
む
し
ろ
、
学
年
毎
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
た
と
推

測
で
き
よ
う
。

以
上
、「
俳
句
」
に
つ
い
て
、
内
容
に
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の
み
え
る
一

五
の
作
品
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
う
ち
、「
教
室
の
窓
越
し
に
見
る
戦
闘
機
」
と

「
軍
事
便
ポ
ス
ト
の
前
で
読
返
し
」
の
二
句
は
埼
玉
第
一
飯
能
校
高
二
の
同
じ
児
童

の
作
品
。
戦
闘
機
を
見
上
げ
た
教
室
で
は
、
戦
地
へ
の
慰
問
文
（
軍
事
便
）
の
指

導
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。

ま
た
、「
手
の
ま
め
を
記
念
に
と
見
せ
る
奉
仕
隊
」
と
「
慰
問
品
積
ん
だ
車
に
万

歳
す
」
の
二
句
も
山
形
県
豊
川
校
高
二
の
同
じ
児
童
の
作
品
で
あ
っ
た
。
勤
労
奉

仕
と
見
送
り
動
員
。
児
童
の
「
手
」
は
、
大
人
に
よ
っ
て
様
々
な
で
奉
仕
を
さ
せ

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
第
二
四
半
期
は
、
第
一
四
半
期
同
様
、「
俳
句
」
は
九
八
と
多
く
の
作
品
が

掲
載
さ
れ
、
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の
み
え
る
作
品
も
第
一
四
半
期
の
一
九

に
次
い
で
一
五
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
に
、
投
稿
児
童
の
身

内
に
出
征
や
戦
死
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
救
い
で
は
あ
る
。

言
う
ま
で
も
無
く
、「
俳
句
」
作
品
に
も
、
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
を
纏
わ

な
い
、
児
童
の
日
常
生
活
に
取
材
し
た
作
品
の
ほ
う
が
、
圧
倒
的
に
多
数
で
あ
っ

た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
代
表
と
し
て
、
次
の
二
句
を
挙
げ
て
み
る
。

雪
解
け
て
小
川
の
音
も
高
ら
か
に

（
岩
手
県
上
平
沢
校
六
年
男
子
、
四
月
十
一
日
・
木
、
第
一
一
○
六
号
）

夏
帽
の
し
ろ
じ
ろ
街
を
行
き
に
け
り

（
東
京
市
中
野
区
桃
園
校
四
年
男
子
、
六
月
二
十
三
日
・
日
、
第
一
一
六
九
号
）

「
雪
解
け
て
」
は
、
雪
国
の
春
を
音
で
表
現
。
生
活
環
境
を
身
体
感
覚
で
捉
え
た

作
品
。

「
夏
帽
の
」
は
、
夏
の
到
来
を
視
覚
で
捉
え
た
作
品
。
そ
の
端
的
さ
は
見
事
で
あ

る
が
、
作
者
が
四
年
生
で
あ
る
こ
と
が
、
将
に
、
脱
帽
で
あ
る
。

四

昭
和
十
五
年
第
二
四
半
期
に
お
け
る
「
書
方
」「
図
画
」
と

こ
の
期
の
概
括

「
書
方
」
を
検
討
す
る
。

「
書
方
」
の
作
品
掲
載
数
は
、
一
六
九
点
。
前
年
、
昭
和
十
四
年
第
一
四
半
期
が

二
一
二
点
、
第
二
四
半
期
二
二
一
点
、
第
三
四
半
期
三
〇
〇
点
、
第
四
四
半
期
三

六
○
点
、
十
五
年
第
一
四
半
期
が
二
七
七
点
で
あ
っ
た
。
十
四
年
第
四
四
半
期
を

ピ
ー
ク
に
減
少
し
、
こ
の
十
五
年
第
二
四
半
期
、
前
年
度
も
入
れ
て
、
最
も
少
な

い
掲
載
と
な
っ
た
。

こ
の
一
六
九
作
品
に
は
、
ど
の
よ
う
な
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
を
反
映
し

た
と
考
え
ら
れ
る
字
句
が
見
ら
れ
る
か
、
以
下
に
ま
と
め
て
み
る
。

忠
節

（
四
点
）

東
亞
の
盟
主

（
一
点
）

肇
國
理
想
顯
揚

（
一
点
）
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額
づ
い
た
九
段
の
心
で
總
力
戰
（
一
点
）

ヘ
イ
タ
イ

（
一
点
）

な
ん
の
こ
れ
し
き
戰
地
を
思
へ
（
一
点
）

興
亞
の
日
本
輝
く
健
康

（
一
点
）

以
上
、
七
種
の
字
句
、
一
〇
点
で
あ
っ
た
。

直
前
期
は
、
一
二
種
の
字
句
七
九
作
品
で
あ
っ
た
。
内
、
六
○
点
が
「
紀
元
二

千
六
百
年
」
を
字
句
と
す
る
懸
賞
発
表
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
字
句
、
作
品
数

か
ら
除
く
と
、
一
一
種
一
九
作
品
と
な
る
。

従
っ
て
、
十
五
年
第
二
四
半
期
で
は
、
直
前
の
第
一
四
半
期
の
字
句
及
び
作
品

数
で
ほ
ぼ
半
減
し
た
こ
と
に
な
る
。

因
み
に
、
第
一
四
四
半
期
で
の
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
を
反
映
し
た
字
句

及
び
掲
載
数
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

紀
元
二
千
六
百
年

（
六
○
点
）

東
亞
一
新
の
春

（
六
点
）

建
國
の
大
理
想

（
四
点
）

皇
恩
自
抱
丹
心

（
一
点
）

皇
軍
大
勝
之
春

（
一
点
）

国
民
は
皆
戰
士

（
一
点
）

燦
た
り
日
章
旗

（
一
点
）

聖
戰
へ
民
一
億
の
體
當
り

（
一
点
）

世
界
一
日
本

（
一
点
）

忠
靈
顕
彰

（
一
点
）

日
満
支
親
善

（
一
点
）

護
れ
興
亞
の
兵
の
家

（
一
点
）

つ
ま
り
、
第
二
四
半
期
で
は
、
字
種
作
品
数
の
減
少
と
共
に
、
第
一
四
半
期
に

見
ら
れ
た
字
句
が
第
二
四
半
期
で
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

「
忠
節
」
の
四
点
は
、
四
人
の
秋
田
県
観
海
校
高
等
科
二
年
生
に
よ
る
作
品
。
掲

載
日
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
学
校
か
ら
ま
と
め
て
の
投
稿
で
あ
っ
た
と
推
測
で

き
よ
う
。

一
六
九
作
品
の
字
種
は
八
七
種
。
直
前
期
が
二
七
七
作
品
で
一
一
一
種
で
あ
っ

た
か
ら
、
作
品
数
の
減
少
と
字
種
の
減
少
は
比
例
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第
一
四
半
期
の
掲
載
数
は
、
二
七
七
点
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
懸
賞
作
品
発

表
の
「
紀
元
二
千
六
百
年
」
六
〇
点
を
除
く
と
、
二
一
七
点
と
な
る
。
こ
れ
を
第

二
四
半
期
と
比
較
す
る
と
、
第
二
四
半
期
で
の
掲
載
数
一
六
九
点
は
四
八
点
の
掲

載
減
と
な
る
。
従
っ
て
、
第
一
四
半
期
は
二
一
七
点
で
一
一
○
種
に
対
し
て
、
第

二
四
半
期
は
一
六
九
点
で
八
七
種
と
な
り
、
比
率
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
と
な
る
。

時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
を
帯
び
た
字
句
以
外
で
、
五
点
以
上
同
じ
字
句
の

作
品
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

千
鳥
破
風
亂
舞

（
一
六
点
）

日
本
刀
大
和
魂

（
七
点
）

姫
路
城
天
守
閣

（
六
点
）

南
極
海
捕
鯨
船

（
五
点
）

草
餅
桃
咲
く
里

（
五
点
）

六
年
生
の
作
品
、「
千
鳥
破
風
亂
舞
」
は
、
直
前
期
に
も
一
三
点
見
ら
れ
、
課
題

と
し
て
根
強
い
傾
向
が
見
ら
れ
よ
う
。

「
日
本
刀
大
和
魂
」
も
、
同
じ
六
年
生
の
作
品
。
直
前
期
に
は
四
作
品
で
あ
っ
た

か
ら
、
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。

「
姫
路
城
天
守
閣
」
も
ま
た
、
六
年
生
の
作
品
。
こ
の
作
品
は
、
直
前
期
一
四
作

品
で
あ
り
、
同
じ
字
句
で
は
最
も
多
く
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
第
二
四
半
期
で
は
半

減
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
総
掲
載
数
の
減
少
が
背
景
に
あ
ろ
う
か
。

「
南
極
海
捕
鯨
船
」
は
、
五
年
生
の
作
品
。
直
前
期
は
四
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
、

総
掲
載
数
か
ら
は
比
率
的
に
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。

「
草
餅
桃
咲
く
里
」
は
、
四
年
生
の
作
品
。
直
前
期
は
三
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
、
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こ
れ
も
総
掲
載
数
か
ら
は
比
率
的
に
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
、「
書
方
」
を
検
討
し
て
き
た
。
直
前
期
と
比
べ
て
、
作
品
掲
載
数
の
減
少

は
、
字
種
の
減
少
と
な
っ
た
が
、
こ
の
期
に
お
け
る
時
局
柄
の
標
語
は
直
前
期
に

は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
、
直
前
の
昭
和
十
五
年
第
一
四
半
期
と
同
様
、
時
局
や
戦
況
に
も
大

き
な
動
き
は
な
く
、
時
局
標
語
の
減
少
に
は
そ
う
し
た
戦
場
に
お
け
る
戦
況
と
銃

後
の
様
子
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
図
画
」
を
検
討
す
る
。

「
図
画
」
の
作
品
掲
載
数
は
、
五
五
点
。
昭
和
十
四
年
第
一
四
半
期
が
八
二
点
、

第
二
四
半
期
六
九
点
、
第
三
四
半
期
一
〇
〇
点
、
第
四
四
半
期
二
七
点
、
十
五
年

第
一
四
半
期
は
八
一
点
で
あ
っ
た
。
前
年
度
第
四
四
半
期
よ
り
も
多
い
も
の
の
、

直
前
の
第
一
四
半
期
の
約
七
割
に
留
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

掲
載
さ
れ
た
五
五
点
の
作
品
に
お
い
て
絵
柄
に
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
を
思

わ
せ
る
も
の
は
、
神
社
に
参
拝
す
る
二
人
の
人
物
を
描
い
た
作
品
と
日
の
丸
が
揚

が
っ
て
い
る
家
屋
を
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
一
点
の
合
計
二
作
品
。

因
み
に
、
十
四
年
第
一
四
半
期
に
は
六
点
、
第
二
四
半
期
に
は
五
点
、
第
三
四

半
期
に
は
四
点
、
第
四
四
半
期
に
は
○
点
、
十
五
年
第
一
四
半
期
六
点
で
あ
っ
た
。

前
年
第
四
四
半
期
は
○
点
で
あ
り
、
そ
の
第
四
四
半
期
に
次
い
で
掲
載
数
の
少

な
か
っ
た
こ
の
第
二
四
半
期
が
二
点
と
い
う
こ
と
は
、
掲
載
数
に
比
例
し
て
の
こ

と
と
推
測
で
き
よ
う
か
。

ま
た
、
季
節
の
絵
柄
に
は
、
コ
タ
ツ
に
集
う
人
物
を
描
い
た
作
品
が
二
点
。
岩

手
県
と
福
島
県
か
ら
の
投
稿
。
そ
の
他
に
は
、
北
海
道
の
児
童
の
ス
キ
ー
場
風
景

の
作
品
、
雪
の
風
景
の
作
品
が
樺
太
と
岩
手
県
か
ら
投
稿
さ
れ
た
。
ま
た
、
東
京

か
ら
は
、
舟
釣
り
風
景
の
作
品
が
あ
っ
た
。「
図
画
」
の
風
景
画
と
い
う
性
質
上
、

投
稿
児
童
の
身
辺
風
景
に
お
け
る
季
節
が
絵
柄
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
第

二
四
半
期
も
同
様
と
い
え
る
。

五
五
作
品
は
、
九
点
の
人
物
画
、
一
五
点
の
静
物
画
の
ほ
か
、
戸
外
の
ス
ケ
ッ

チ
や
風
景
画
で
あ
っ
た
。
人
物
画
は
、
少
年
の
坐
像
や
セ
ー
ラ
ー
服
の
少
女
像
で

あ
っ
た
り
、
コ
ー
ト
を
着
た
少
女
像
で
あ
っ
た
。
静
物
画
に
は
、
植
木
鉢
や
肩
掛

け
カ
バ
ン
、
水
差
し
、
野
菜
の
カ
ブ
や
リ
ン
ゴ
、
ミ
カ
ン
、
柿
と
い
っ
た
果
物
、

張
子
の
虎
や
動
物
の
人
形
な
ど
が
あ
っ
た
。
風
景
画
で
は
、
高
台
か
ら
集
落
を
見

下
ろ
し
た
絵
柄
や
道
沿
い
の
家
並
み
、
水
辺
の
落
葉
し
た
林
な
ど
が
描
か
れ
た
。

以
上
、「
図
画
」
を
検
討
し
て
き
た
。
直
前
期
と
比
べ
て
、
作
品
の
掲
載
数
が
大

幅
に
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
の
か
、
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の
み
ら
れ
る
絵

柄
は
二
点
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
ら
も
神
社
へ
の
参
拝
や
日
の
丸
を
掲
げ
た
家
屋
を

描
い
た
も
の
で
あ
り
、
直
前
期
に
見
ら
れ
た
出
征
風
景
は
な
か
っ
た
。

以
上
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
○
）
第
二
四
半
期
の
四
、
五
、
六
月
の
「
児
童

文
化
」
に
つ
い
て
、
そ
の
位
相
と
展
開
を
検
討
し
て
き
た
。

第
二
四
半
期
を
、
以
下
、
ま
と
め
的
に
概
括
し
て
お
く
。

内
容
に
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
作
品
の
掲

載
は
、
次
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。

「
綴
方
」
で
は
、
七
七
作
品
の
う
ち
一
四
作
品
。

「
詩
」
で
は
、
七
五
作
品
の
う
ち
五
作
品
。

「
短
歌
」
で
は
、
三
○
作
品
の
う
ち
三
作
品
。

「
俳
句
」
で
は
、
九
八
作
品
の
う
ち
一
五
作
品
。

「
書
方
」
で
は
、
一
六
九
作
品
の
う
ち
七
種
の
字
句
一
○
作
品
。

「
図
画
」
で
は
、
五
五
作
品
の
う
ち
二
作
品
。

因
み
に
、
昭
和
十
四
年
第
四
四
半
期
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
綴
方
」
で
は
、
六
五
作
品
の
う
ち
一
四
作
品
。

「
詩
」
で
は
、
七
六
作
品
の
う
ち
一
一
作
品
。

「
短
歌
」
で
は
、
二
一
作
品
の
う
ち
六
作
品
。

「
俳
句
」
で
は
、
七
三
作
品
の
う
ち
九
作
品
。

「
書
方
」
で
は
、
三
六
〇
作
品
の
う
ち
三
七
作
品
。

「
図
画
」
で
は
、
二
七
作
品
の
う
ち
ナ
シ
。

ま
た
、
直
前
期
の
十
五
年
第
一
四
半
期
は
、
次
の
よ
う
な
掲
載
状
況
で
あ
っ
た
。

「
綴
方
」
で
は
、
六
二
作
品
の
う
ち
一
三
作
品
。
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「
詩
」
で
は
、
八
四
作
品
の
う
ち
一
○
作
品
。

「
短
歌
」
で
は
、
六
○
作
品
の
う
ち
二
三
作
品
。

「
俳
句
」
で
は
、
九
八
作
品
の
う
ち
一
九
作
品
。

「
書
方
」
で
は
、
二
七
七
作
品
の
う
ち
「
紀
元
二
千
六
百
年
」
の
六
○
作
品
を
の

ぞ
い
て
一
二
種
の
字
句
一
九
作
品
。

「
図
画
」
で
は
、
八
一
作
品
の
う
ち
六
作
品
。

以
上
を
視
野
に
、
各
ジ
ャ
ン
ル
を
概
括
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
綴
方
」
で
は
、
前
年
第
四
四
半
期
、
直
前
の
十
五
年
第
一
四
半
期
よ
り
、
掲
載

数
が
増
加
し
た
も
の
の
、
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の
見
ら
れ
る
作
品
は
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
り
、
掲
載
数
か
ら
は
そ
の
掲
載
率
は
下
が
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
十
四
年
第
四
四
半
期
は
二
一
・
五
％
、
十
五
年
第
一
四
半
期
は
二
○
・

九
％
、
こ
の
第
二
四
半
期
は
一
八
・
一
％
で
あ
っ
た
。

「
詩
」
で
は
、
掲
載
数
が
、
直
前
の
十
五
年
第
一
四
半
期
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、

十
四
年
第
四
四
半
期
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の

見
ら
れ
る
作
品
は
前
二
四
半
期
よ
り
掲
載
数
が
少
な
く
、
比
率
的
に
は
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
十
四
年
第
四
四
半
期
は
一
四
・
四
％
、
十
五
年
第
一
四
半
期
は
一
一
・

九
％
、
第
二
四
半
期
は
六
・
六
％
で
あ
っ
た
。

「
短
歌
」
の
掲
載
数
は
、
直
前
の
十
五
年
第
一
四
半
期
よ
り
半
減
し
た
が
、
十
四

年
第
四
四
半
期
よ
り
多
い
掲
載
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」

色
の
見
ら
れ
る
作
品
は
、
前
二
つ
の
四
半
期
よ
り
掲
載
数
が
少
な
く
、
比
率
的
に

も
最
も
低
く
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
十
四
年
第
四
四
半
期
は
二
八
・
五
％
、
十
五
年
第
一
四
半
期
は
三
八
・

三
％
、
第
二
四
半
期
は
一
○
・
○
％
で
あ
っ
た
。

「
俳
句
」
の
掲
載
数
十
四
年
第
四
四
半
期
よ
り
大
幅
に
増
加
し
た
直
前
期
と
同
数

で
あ
っ
た
が
、
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の
見
ら
れ
る
作
品
は
、
直
前
期
よ
り

少
な
く
、
比
率
的
に
も
、
直
前
期
よ
り
は
低
い
も
の
の
、
十
四
年
第
四
四
半
期
よ

り
高
率
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
十
四
年
第
四
四
半
期
は
一
二
・
三
％
、
十
五
年
第
一
四
半
期
は
一
九
・

三
％
、
第
二
四
半
期
は
一
五
・
三
％
で
あ
っ
た
。

「
書
方
」
で
は
、
十
五
年
度
第
一
・
第
二
四
半
期
と
も
、
前
年
第
四
半
期
よ
り
大

幅
に
掲
載
数
が
減
少
し
た
。
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の
見
ら
れ
る
作
品
も
、

そ
の
掲
載
数
の
減
少
、
掲
載
率
の
減
少
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
十
四
年
第
四
四
半
期
は
一
○
・
二
％
、
十
五
年
第
一
四
半
期
は
八
・

七
％
、
第
二
四
半
期
五
・
九
％
で
あ
っ
た
。

「
図
画
」
の
掲
載
数
は
、
十
四
年
第
四
四
半
期
よ
り
多
い
も
の
の
、
直
前
期
の
十

五
年
第
一
四
半
期
よ
り
大
幅
に
減
少
し
た
。
時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の
見
ら

れ
る
作
品
も
、
そ
の
絶
対
数
が
少
な
く
、
比
率
的
に
も
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
十
四
年
度
第
四
四
半
期
は
時
局
に
関
係
し
た
作
品
の
掲
載
が
無
く
○

％
、
十
五
年
第
一
四
半
期
は
七
・
四
％
、
第
二
四
半
期
は
三
・
六
％
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
掲
載
数
で
は
、
直
前
の
第
一
四
半
期
よ
り
増
加
し
た
「
綴
方
」、
同

数
の
「
俳
句
」、
減
少
し
た
「
詩
」、「
短
歌
」「
書
方
」、「
図
画
」
と
な
る
。

時
局
柄
或
は
「
戦
時
下
」
色
の
見
ら
れ
る
作
品
の
掲
載
作
品
に
対
す
る
比
率
で

は
、
直
前
期
に
対
し
て
、「
綴
方
」
を
は
じ
め
、
総
て
の
ジ
ャ
ン
ル
で
低
下
し
て
い

た
。
十
四
年
第
四
四
半
期
に
対
し
て
も
、「
俳
句
」
を
除
い
て
、
そ
の
他
は
下
回
っ

た
。昭

和
十
五
年
第
二
四
半
期
は
、
総
じ
て
、「
戦
時
下
」
色
を
持
っ
た
作
品
は
多
く

は
な
く
、
大
規
模
な
作
戦
の
な
か
っ
た
第
一
及
び
第
二
四
半
期
の
戦
況
が
、
投
稿

作
品
に
も
反
映
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

（
二
〇
〇
四
・
一
二
・
六
）
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